
総合水防訓練総合水防訓練をを実施実施しますします
５月17日㈯５月17日㈯にに l防災防犯課☎０４２・４７０・７７６９

前回の様子

　民生委員・児童委員は、同じ地域で生活をする住民の一員
として、住民の立場にたってまちの福祉を担う活動を行って
います。地域に暮らす身近な相談相手として住民からの生活
上の心配ごと、医療や介護、子育ての不安などの相談に応じ
ており、その課題が解決できるよう行政をはじめ必要な支援
や適切な福祉サービスへの「つなぎ役」になります。
　主任児童委員は、こどもや子育てに関する支援を専門に担
当しています。民生委員・児童委員や学校、こども家庭セン
ターなどの児童福祉関係機関と連携しながら、協力して課題
解決に向けた活動にあたっています。

民生委員・児童委員には、民生委員・児童委員には、
守秘義務が課せられています。守秘義務が課せられています。
安心してご相談ください。安心してご相談ください。

お住まいの地域の民生委員・児童委員のお住まいの地域の民生委員・児童委員の
相談先は ２面をご覧ください。相談先は ２面をご覧ください。

木山裕策さんのミニ・コンサート＆トークイベント

　歌手の木山裕策さんに主夫とし
て家族を支えた日々や家族の大切
さについてお話しいただきます。
a ５ 月２６日㈪午後 ２ 時開演（ １ 時
半開場）
b市役所 １階市民プラザホール
f先着１００人（要予約）g無料
k�５ 月 ７ 日㈬午前 ９時～２３日㈮午
後 ５時に申し込みフォームで

民生委員・児童委員PRイベント
　全国民生委員児童委員連合会では、毎年 ５ 月１２日を「民生委員・児
童委員の日」としています。民生委員・児童委員の活動をより多くの
皆さんに知っていただくため、市でもPR活動を行います。

パネル展

　活動や取り組みなどを
紹介するパネルを展示し
ます。
a ５ 月２６日㈪～２８日㈬、
いずれも午前１０時～午後
４時
b市役所 １階屋内ひろば

市長の一日民生委員

　市長に １日民生委員を委嘱し、その後PR活動を行います。
a ５ 月２６日㈪午前 ９時半～１１時半
ルート市役所 １ 階屋内ひろば（委嘱式）→東久留米駅西口（啓発ティッシ
ュ配布）→市役所正面入口（啓発ティッシュ配布） 申し込み

フォーム

l福祉総務課福祉政策係☎０４２・４７０・７７４９
民生委員・児童委員キャラクター
「ミンジー」

民民生委員生委員
児児童委員童委員

地域地域のの身近身近なな相談相手相談相手

と

　市内では毎年、台風の接近やゲリラ豪雨に伴い、住宅地の浸水や倒
木など都市型水害の被害が発生しています。
　そこで、雨のシーズンを前に、市では、東久留米消防署、田無警察
署、市消防団などの防災関係機関と東久留米市建設業協会との連携訓
練を実施します。市民の皆さんの参加および見学をお待ちしています。
ab ５ 月１７日㈯午前１０時～１１時半、不動橋広場（新川町 １−１７）
主な訓練内容
風水害の対応（道路啓開、救出救助）訓練、土のう作製

今号の主な内容

No. 1372

令和7年
（2025年）

5／1 号
・児童育成手当新規申請の受け付けを開始します… ３面

・自転車安全利用TOKYOキャンペーン�…………… ５面

・市民大学短期コース受講生募集…………………… ８面

・東久留米�こいのぼりアート� ………………………１０面

みんないきいき　活力あふれる　湧水のまち
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　民生委員・児童委員への相談は、お住まいの区域を担当する委員など（下表参照）
へご相談ください（ １面に関連記事があります）。なお、民生委員・児童委員の連
絡先や、一覧表に載っていない地域については、お問い合わせください。また、
民生委員・児童委員の活動に興味がある方もご連絡ください。
l福祉総務課福祉政策係☎０４２・４７０・７７４９

地域で活動する
民生委員・児童委員

東部地区協議会
担当区域 氏名

神宝町一丁目の全域 大矢　由紀子

神宝町二丁目の全域 渡辺　愛女御

金山町一丁目の全域 西山　久美子

金山町二丁目の全域 櫛笥　亮恵

氷川台一丁目の全域 貫井　美代子

氷川台二丁目の全域 出井　幹枝

東本町１番～８番 深海　和子

東本町９番～１６番 大野　浩子

大門町一丁目の全域、大門町二丁目
１番～８番 小杉　弘子

大門町二丁目９番～１４番 井原　惠子

新川町一丁目の全域 平澤　成美

新川町二丁目の全域 山口　則子

浅間町一丁目の全域 久保田　あや子

浅間町二丁目の全域 鶴見　佳子

浅間町三丁目１番～１４番 上村　芽衣

浅間町三丁目１５番～３０番 武山　千鶴

主任児童委員 丸山　美緒

主任児童委員 佐藤　玲子

中部地区協議会
担当区域 氏名

学園町一丁目の全域 半澤　佐和子

学園町二丁目の全域 小山　三千生

本町一丁目の全域 蓮池　繁信

本町二丁目の全域 宮澤　トヨ子

本町三丁目の全域 都築　美紀子

小山一丁目の全域 三浦　実岐

小山二～三丁目の全域 小山　清

小山四～五丁目の全域 小山　泰弘

幸町四丁目、中央町六丁目の全域 中島　春江

中央町一丁目の全域 高橋　裕子

中央町二丁目の全域 早川　重義

中央町三丁目の全域 澤山　葉子

中央町五丁目、前沢一丁目の全域 松本　貞夫

南沢二丁目の全域 下田　富夫

南沢三丁目の全域 小栁　真理子

南町一丁目の全域 澤田　理恵子

南町二～四丁目の全域 福泉　まゆみ

主任児童委員 馬本　房子

主任児童委員 府川　ゆう子

西部地区協議会
担当区域 氏名

前沢四丁目の全域 髙沼　恵子

前沢五丁目１番～１９番 白築　純子

八幡町一丁目１番～６番 境　美智子

八幡町二丁目の全域 小寺　靖子

八幡町三丁目の全域 野村　善昭

野火止一丁目、下里一丁目の全域 酒井　宗作

野火止二丁目の全域 菅原　真弓

下里二丁目の全域 宮﨑　孝子

下里三丁目の全域 井上　喜美子

下里四丁目１番１号～１５号、２番～４
番 松田　緑

下里五～六丁目の全域 宮本　千恵子

下里七丁目の全域 島﨑　光江

滝山三～四丁目の全域 白井　栄子

滝山五丁目の全域 松原　佳織

滝山六丁目１番 井上　かおり

滝山六丁目２番 上田　和俊

柳窪四～五丁目の全域 奥住　弘子

主任児童委員 矢部　晶代

主任児童委員 永野　真美

市n

市LINE公式アカウント
　　活用しよう！

LINE（友だち追加）

市民と市長の座談会

「竜馬が来る」「竜馬が来る」をを実施実施しますします
l生活文化課市民相談・施設係☎０４２・４７０・７７３８

　市長が市民の皆さんと直接お会いし、市民の皆さんが設定した市政に
関するテーマについて意見交換を通じて、市民の皆さんのご意見などを
伺います。

配布チラシ

a▼ ７月 ５日㈯午前１１時～正午▼ ７月 ５日㈯午後 ２時～ ３時
　▼ ７月２７日㈰午前１１時～正午▼ ７月２７日㈰午後 ２時～ ３時
　※応募団体が開催希望日時を上記の中から １つ設定。
b応募団体が手配する市内の会場（個人宅は除く）
e市内在住または在学の方が在籍するおおむね ５人以上の団体
　※参加人数はおおむね ５人以上２０人以内
f ４ 団体（各日時 １ 団体。応募多
数の場合は抽選）
j▼応募団体が市政に関するテー
マを設定▼会場設営、司会進行な
どは応募団体で行ってください
k ５ 月１５日㈭～３０日㈮午後 ５時に、
申し込みフォームまたは「市民と
市長の座談会申込書」に必要事項
を記入の上、生活文化課（市役所
２ 階）へ持参を。申込書は市nか
らダウンロードまたは同課窓口で
取得可

　市LINE公式アカウントでは、イベント情報や防犯情報、補助
金の情報などを発信しています。受信したいジャンルの情報だけ
選んで受信できますので、ぜひ友だち追加をお願いします。
※受信ジャンルの設定を行っていないと、市からの情報は届きま
せん。お済みでない方は下部のメニュー画面から設定をお願い
します。

受信したいジャンルにチェックを入れ
ることで設定できます。設定はいつで
も変更可能です。

■受信ジャンル
⃝市の魅力や観光	⃝子育て
⃝防災・消防	 ⃝消費生活・防犯
⃝イベント	 ⃝健康・福祉介護
⃝ごみ・環境	 ⃝補助金・給付金等
⃝職員採用	 ⃝その他行政情報

申し込みフォーム

l秘書広報課広報係☎０４２・４７０・７７０８

友だち追加は
こちら

を
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール



l▼国民健康保険について＝保険年金課☎０４２・４７０・７７３３
　▼特定健康診査について＝健康課☎０４２・４７７・００１３

国民健康保険「国民健康保険「kk
ケ ン コ ムケ ン コ ム

encomencom」」
で健康増進で健康増進

　最新の健診結果をもとに、将来の生活習慣病の発症リスクを予
測する「発症予測（ひさやま天気予報）」や、日々の生活の中で役立
つ健康情報が定期的に配信される性別、年代、健診結果、利用ロ
グからその方の健康状態・趣味嗜好に合わせた記事をお届けする
「健康情報の提供」、無理なく続けられて効果的な行動計画を提案
する「行動メニューの設定」など、思わず健康づくりに取り組みた
くなる機能を数多く備えています。

■「kencom」の特徴■「kencom」の特徴

　国民健康保険に加入している18歳(今年度19歳到達)以上の方を
対象に、被保険者の健康づくりを応援するアプリです。

■「■「kkencom」とはencom」とは

　日々の健康づくりを記録したり、特定健診やがん検診などを受
診したりすることなどでポイントが貯まり、貯まったポイントは、
各種商品と交換することができます。
　ぜひ、お得で便利な「kencom」をご自身の健康増進にご活用く
ださい。

■アプリ利用のメリット■アプリ利用のメリット

　市nの「健康増進・サポート事業」のページにある
リンク先からアクセスできます。
※登録の際は「東久留米市国民健康保険の記号番号」
・「顔写真付き本人確認書類」と「メールアドレス」が
必要です。

■参加方法■参加方法

市n

l児童青少年課助成支援係☎０４２・４７０・７７３６

　児童育成手当（育成手当、障害手当）は ６月分以降、 ７年度（ ６年中）
の所得を対象に審査を行います（下表参照）。支給対象に該当する方で、
これまで所得超過などにより受給していない方のうち、新たに該当す
ると思われる方は、早めに申請してください。
　申請に必要な書類や制度の詳細については、市nをご
覧ください。手当は、申請した月の翌月分から支給の対
象となります。申請は随時受け付けていますが、申請が
遅れた場合、遅れた月数分の手当が受けられませんので、
５月中に児童青少年課（市役所 ２階）へ申請してください。

表　７年度（６年分）児童育成手当所得制限限度額

扶養親族等の人数 限度額

０人 ３６０万４,０００円未満

1人 ３９８万４,０００円

２人 ４３６万４,０００円

３人 ４７４万４,０００円

４人 ５１２万４,０００円

５人 ５５０万４,０００円

５人以降一人増すごとに加算する金額 ３８万０,０００円

必要書類
①銀行口座のわかるもの
②請求者および児童の戸籍謄本
　（障害手当のみ申請の場合は不要）
j▼�受給要件によっては、他の書類が必要ですので、児童青少年課助
成支援係へ問い合わせてください。

　▼�現在受給中の方は ６月中に現況届を郵送しますので、必ず提出し
てください。

◎育成手当
支給対象次のいずれかに該当する18歳到達後の最初の ３月末日まで
の児童を扶養している方
▼父または母が死亡
▼父母が婚姻を解消
▼父または母が生死不明
▼父または母が 1年以上遺棄している
▼父または母に保護命令が発令されている
▼父または母が 1年以上拘禁されている
▼母が婚姻によらず懐胎し、父に養育されていない
▼父または母に重度の障害がある（身体障害者手帳 1・ ２級程度）
支給金額月額 1万３,５００円（児童 1人当たり）

◎障害手当
支給対象次のいずれかに該当する２０歳未満の児童を扶養している方
▼身体障害者手帳 1・ ２級程度
▼愛の手帳 1～ ３度
▼脳性まひまたは進行性筋萎縮症
支給金額月額 1万５,５００円（児童 1人当たり）

児童育成手当新規申請の児童育成手当新規申請の
受け付けを開始します受け付けを開始します

市n

37．5．1
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額
８
万
５
８
０
０
円

（
税
込
）

　
※
別
途
家
賃
の
半
額
を
市
が

助
成
。

勤
務
場
所
都
営
シ
ル
バ
ー
ピ
ア

中
央
さ
く
ら（
中
央
町
１

−

５

−

２
）

k
l
福
祉
総
務
課
高
齢
者
福
祉

係
☎
042
・
４
７
０
・
７
７
４
９

７
年
度
夜
間
手
話
講
習

会（
中
級
）

a
全
３０
回
。
６
月
４
日
～
８
年

３
月
中
旬
ま
で
の
毎
週
水
曜
日

午
後
７
時
～
８
時
半（
夏
季
の

一
部
、
祝
日
、
年
末
年
始
を
除

く
）

b
さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー
会

議
室

e
手
話
初
級
修
了
者
ま
た
は
同

等
程
度
で
、
１８
歳
以
上
の
市
内

在
住
・
在
勤
の
方

f
先
着
２０
人

g
無
料

k
５
月
７
日
㈬
～
１６
日
㈮
の
平

日
午
前
９
時
～
午
後
５
時
に
電

話
で
同
セ
ン
タ
ー
へ

l
同
セ
ン
タ
ー
☎
042
・
４
７
７

・
２
７
１
１

さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー

機
能
回
復
訓
練
利
用
者

募
集

募
集
期
間
随
時

利
用
期
間
初
回
利
用
か
ら
６
カ

月
間

c
運
動
療
法
個
別
指
導
▼
補
装

具（
車
い
す
、
下
肢
装
具
、
つ

え
な
ど
）の
製
作
・
修
理
の
相

談
、
使
用
練
習
▼
整
形
外
科
医

師
相
談

e
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

▼
市
内
在
住
で
１５
歳
～
６４
歳
の

方
▼
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
対
象
で
な
い
方
▼
医
療
行
為

を
終
え
症
状
が
安
定
し
、
在
宅

で
訓
練
を
継
続
す
る
た
め
の
指

導
を
希
望
す
る
方

f
若
干
名

k
l
電
話
で
同
セ
ン
タ
ー
☎
042

・
４
７
７
・
２
７
１
１（
平
日

午
前
９
時
～
午
後
５
時
）へ

青
い
鳥
郵
便
は
が
き
を

無
償
配
布
し
ま
す

　
日
本
郵
便
株
式
会
社
で
は
、

身
体
障
害
者
お
よ
び
知
的
障
害

者
の
福
祉
に
対
す
る
理
解
と
認

識
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
重
度
の
身
体
障
害
者
お
よ

び
重
度
の
知
的
障
害
者
で
希
望

さ
れ
る
方
に
、
通
常
郵
便
は
が

き
２０
枚
を
無
料
で
配
布
し
ま
す
。

e
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
、

愛
の
手
帳
１
・
２
度（
療
育
手

帳
Ａ
）

k
６
月
２
日
㈪
ま
で
に
郵
便
局

窓
口
で
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た

は
愛
の
手
帳
を
提
示
し
、
所
定

の
申
込
書
を
提
出（
代
理
の
方

の
提
出
も
可
。
郵
送
の
場
合
は
、

手
帳
の
写
し
を
同
封
）。
お
渡

し
方
法
は
郵
送
の
み
。

l
東
久
留
米
郵
便
局
☎
０
５
７

０
・
９
４
３
・
１
０
９（
ナ
ビ

ダ
イ
ヤ
ル
）

市

民

生

活

７
年
度
の
市
民
税
・
都

民
税
の
主
な
税
制
改
正

　
７
年
度
の
市
民
税
・
都
民
税

の
主
な
税
制
改
正
内
容
は
次
の

通
り
で
す
。
詳
細
は
市
n
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

市n

改
正
内
容
▼
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

（
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控

除
）の
拡
充
・
延
長
▼
同
一
生

計
配
偶
者
に
係
る
定
額
減
税

◎
同
一
生
計
配
偶
者
に
係
る
定

額
減
税

　
次
の
項
目
全
て
に
当
て
は
ま

る
方
を
対
象
に
、
個
人
住
民
税

の
所
得
割
額
か
ら
、
１
万
円
を

減
税
し
ま
す
。

①
令
和
６
年
分
の
合
計
所
得
金

額
が
１
０
０
０
万
円
を
超
え
１

８
０
５
万
円
以
下
の
方

②
個
人
住
民
税
所
得
割
が
課
税

さ
れ
て
い
る
方

③
控
除
対
象
配
偶
者
以
外
の
同

一
生
計
配
偶
者（
※
）を
有
す
る

方（※
）控
除
対
象
配
偶
者
以
外
の

同
一
生
計
配
偶
者
と
は
、
本
人

（
納
税
義
務
者
）の
合
計
所
得
金

額
が
１
０
０
０
万
円
超
で
、
当

該
配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額
が

４８
万
円
以
下
の
方
を
指
し
ま
す
。

た
だ
し
、
国
外
居
住
者
は
除
き

ま
す
。

l
課
税
課
市
民
税
係
☎
042
・
４

７
０
・
７
７
７
７(

内
線
２
３

３
３
～
２
３
３
７)

７
年
度
軽
自
動
車
税

（
種
別
割
）の
納
税
通
知

書
の
発
送

　
バ
イ
ク
や
軽
自
動
車
等
の
所

有
者
に
課
税
さ
れ
る
、
７
年
度

の
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）の
納

税
通
知
書
を
５
月
２
日
㈮
に
発

送
し
ま
す
。

　
通
知
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る

金
融
機
関・ゆ
う
ち
ょ
銀
行（
郵

便
局
）・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ

リ
ま
た
は
納
付
書
に
印
刷
さ
れ

た「
ｅ
Ｌ
ー
Ｑ
Ｒ
」（
二
次
元
コ

ー
ド
）を
利
用
す
る
こ
と
で
納

付
が
で
き
ま
す
。

l
納
税
通
知
書
に
つ
い
て
＝
課

税
課
市
民
税
係
☎
042
・
４
７
０

・
７
７
７
７（
内
線
２
３
３
１

・
２
３
３
２
）、
納
付
方
法
に

つ
い
て
＝
納
税
課
☎
042
・
４
７

０
・
７
７
２
９

国
民
年
金

だ
よ
り

国

民

年

金

の 

加
入
手
続
き
に
つ
い
て

　
日
本
に
住
ん
で
い
る
２０
歳

以
上
６０
歳
未
満
の
す
べ
て
の

方
は
、
国
民
年
金
に
加
入
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
加
入

者
は
、
職
業
な
ど
に
よ
っ
て

３
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ

て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
加
入
手

続
き
が
異
な
り
ま
す
。

第
１
号
被
保
険
者
自
営
業
者
、

学
生
、
農
業
な
ど
に
従
事
し

て
い
る
方
は
、
国
民
年
金
へ

の
加
入
手
続
き
を
保
険
年
金

課
や
年
金
事
務
所
の
窓
口
、

ま
た
は
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を

利
用
し
た
電
子
申
請
な
ど
で
行

い
ま
す
。
国
民
年
金
の
保
険
料

は
自
分
で
納
め
る
必
要
が
あ
り

ま
す

第
２
号
被
保
険
者
会
社
員
や
公

務
員
な
ど
、
厚
生
年
金
保
険
等

へ
加
入
し
て
い
る
方
は
手
続
き

は
勤
務
先
で
行
っ
て
い
ま
す
。

国
民
年
金
の
保
険
料
を
直
接
納

め
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

れ
は
、
厚
生
年
金
が
加
入
者
に

代
わ
っ
て
国
民
年
金
に
必
要
な

費
用
を
負
担
し
て
い
る
た
め
で

す第
３
号
被
保
険
者
第
２
号
被
保

険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶

者
の
方
は
、
第
３
号
被
保
険
者

と
い
い
、
加
入
手
続
き
は
第
２

号
被
保
険
者
の
勤
務
先
を
経
由

し
て
行
い
ま
す
。
国
民
年
金
の

保
険
料
を
直
接
納
め
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
第
１
号

被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い

る
配
偶
者
お
よ
び
厚
生
年
金

に
加
入
し
て
い
る
６５
歳
以
上

の
受
給
者
に
扶
養
さ
れ
て
い

る
配
偶
者
の
方
は
第
３
号
被

保
険
者
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

保
険
料
は
自
分
で
納
め
る
必

要
が
あ
り
ま
す

l
武
蔵
野
年
金
事
務
所
☎
０

４
２
２
・
５
６
・
１
４
１
１
、

日
本
年
金
機
構
n

日本年金機構n

納期限一覧表

固定資産税・
都市計画税

市民税・都民税
・森林環境税
（普通徴収）

国民健康保険税
・介護保険料

軽自動車税
（種別割）

後期高齢者
医療保険料

１期 ６月２日 ６月３０日 ７月３１日 ６月２日 ７月３１日

２期 ７月３１日 ９月１日 ９月１日 ９月１日

３期 １２月２５日 １０月３１日 ９月３０日 ９月３０日

４期 ３月２日 ２月２日 １０月３１日 １０月３１日

５期 １２月１日 １２月１日

６期 １２月２５日 １２月２５日

７期 ２月２日 ２月２日

８期 ３月２日 ３月２日

９期 ３月２５日

７
年
度
市
税
な
ど
の
納

付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
７
年
度
の
市
税
な
ど（
固
定

資
産
税
・
都
市
計
画
税
、
市
民

税
・
都
民
税
・
森
林
環
境
税〈
普

通
徴
収
〉、
国
民
健
康
保
険
税

・
介
護
保
険
料
、
軽
自
動
車
税

〈
種
別
割
〉、
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
）の
納
期
限
は
左
表
の

通
り
で
す
。
納
期
限
ま
で
に
市

税
な
ど
を
完
納
し
て
い
な
い
と
、

延
滞
金
が
加
算
さ
れ
る
だ
け
で

な
く
、
滞
納
処
分
が
行
わ
れ
る

場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

◎
納
付
に
お
困
り
の
と
き
は

病
気･

事
故･

災
害
な
ど
、
や
む

を
得
な
い
事
情
で
納
付
が
困
難

な
場
合
に
は
、
で
き
る
だ
け
早

め
に
納
税
課（
市
役
所
２
階
）に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

l
納
税
課
管
理
係
☎
042
・
４
７

０
・
７
７
２
９

こ
ど
も

と
教
育

児
童
扶
養
手
当
を
振
り

込
み
ま
す

　
７
年
３
月
分
お
よ
び
４
月
分

の
児
童
扶
養
手
当
を
指
定
預
金

口
座
へ
振
り
込
み
ま
す
。

振
込
予
定
日
５
月
１３
日
㈫

　
※
金
融
機
関
に
よ
っ
て
は
入

金
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

l
児
童
青
少
年
課
助
成
支
援
係

☎
042
・
４
７
０
・
７
７
３
６

就
学
予
定
児
童
・
生
徒

の
就
学
相
談

　
就
学
相
談
は
、
心
身
の
発
達

の
不
安
、
気
に
な
る
様
子
や
行

動
が
見
ら
れ
る
児
童
・
生
徒
の

た
め
に
適
切
な
教
育
環
境
を
一

7．5．1 4

凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール

高齢者・福祉市民生活 こどもと教育



住
環
境

５
月
５
日

お
よ
び

６
日

の
ご
み
収
集

　
５
月
５
日
・
６
日
は
祝
日
お

よ
び
休
日
で
す
が
、
平
日
と
同

様
に
収
集
し
ま
す
。

　
ご
み
と
資
源
物
は
、
決
め
ら

れ
た
収
集
日
の
当
日
、
午
前
８

時
半
ま
で
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

小
型
廃
家
電
類
を
除
く
全
品
目

が
戸
別
収
集
で
す
。

　
ご
み
収
集
日
や
分
別
な
ど
の

ご
み
出
し
ル
ー
ル
は
市
n
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

l
ご
み
対
策
課
☎
０４２
・
４
７
３

・
２
１
１
７（
粗
大
ご
み
の
申

し
込
み
は
☎
０４２
・
４
７
３
・
２

１
１
８
ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
）

市n

初
期
消
火
能
力
の
向
上

　
消
火
器
に
よ
る
初
期
消
火
は
、

火
災
の
被
害
軽
減
や
抑
制
に
と

て
も
効
果
的
で
す
。
い
ざ
と
い

う
時
に
確
実
に
消
火
で
き
る
よ

う
、
置
き
場
所
や
使
い
方
を
定

期
的
に
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　
消
火
器
の
使
用
手
順
は
①
安

全
ピ
ン
を
引
き
抜
く
②
ホ
ー
ス

の
先
を
持
ち
火
元
に
向
け
る
③

レ
バ
ー
を
強
く
握
る
、
の
３
動

作
で
す
。
防
災
訓
練
等
に
参
加

し
て
、
ぜ
ひ
消
火
器
の
使
い
方

を
覚
え
ま
し
ょ
う
。

j
東
久
留
米

消
防
署
の
n

が
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
さ
れ
ま

し
た

l
東
久
留
米
消
防
署
防
火
査
察

係
広
報
担
当
☎
０４２
・
４
７
１
・

０
１
１
９（
内
線
５
２
０
）

蚊
の
発
生
防
止

　
東
京
都
で
は
６
月
を「
蚊
の

発
生
防
止
強
化
月
間
」と
し
て

集
中
的
な
啓
発
活
動
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

　
デ
ン
グ
熱
や
ジ
カ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
な
ど
、
蚊
が
媒
介
す
る

感
染
症
の
発
生
を
未
然
に
防
止

す
る
た
め
、
日
頃
か
ら
蚊
の
発

生
を
抑
制
す
る
と
と
も
に
、
蚊

に
刺
さ
れ
な
い
よ
う
な
対
策
を

行
い
ま
し
ょ
う
。

◎
蚊
の
発
生
抑
制
・
防
御
の
ポ

イ
ン
ト

幼
虫
対
策
▼
不
要
な
水
た
ま
り

を
な
く
す（
例
＝
植
木
鉢
の
受

皿
、
空
き
缶
）

成
虫
対
策
▼
草
む
ら
や
や
ぶ
は

定
期
的
に
手
入
れ
を
す
る
▼
刺

さ
れ
な
い
よ
う
に
長
袖
の
着
用

や
必
要
に
応
じ
て
忌
避
剤（
虫

避
け
剤
）の
活
用
を
す
る

l
環
境
政
策
課
生
活
環
境
係
☎

０４２
・
４
７
０
・
７
７
５
３

野
生
鳥
獣
に
つ
い
て

　
野
生
鳥
獣
は
、
市
に
も
目
撃

情
報
や
被
害
相
談
が
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。
野
生
鳥
獣
を
見
か

け
て
も
、
餌
は
与
え
た
り
せ
ず
、

で
き
る
だ
け
近
づ
か
な
い
で
く

だ
さ
い
。

◎
カ
ラ
ス
被
害
の
予
防

　
６
月
前
後
は
カ
ラ
ス
の
繁
殖

期
で
す
。
カ
ラ
ス
の
多
く
は
、

卵
や
ひ
な
を
守
る
た
め
に
、
巣

や
ひ
な
に
近
づ
く
と
威
嚇
な
ど

を
し
て
き
ま
す
。
多
く
の
カ
ラ

ス
は
、
餌
の
捕
れ
る
周
辺
に
生

息
し
ま
す
。
餌
と
な
り
や
す
い

生
ご
み
を
少
な
く
す
る
な
ど
の
、

ご
み
の
出
し
方
を
工
夫
す
る
こ

と
が
大
切
で
す
。

予
防
対
策
▼
カ
ラ
ス
を
刺
激
し

な
い
▼
巣
や
ひ
な

に
近
づ
か
な
い
▼

帽
子
や
日
傘
で
身

を
守
る

◎
ハ
ク
ビ
シ
ン
に
注
意
し
ま
し

ょ
う

　
ハ
ク
ビ
シ
ン
に
つ
い
て
は
都

内
に
生
息
し
て
お
り
、
市
に
も

目
撃
情
報
や
被
害
相
談
が
寄
せ

ら
れ
て
い
ま
す
。
ハ
ク
ビ
シ
ン

は
、
体
長
が
約
９０
～
１
１
０
㌢

㍍
で
頭
部
が
入
れ
ば
狭
い
隙
間

で
も
通
り
抜
け
ま
す
。
木
登
り

が
得
意
で
夜
行
性
で
す
が
日
中

も
活
動
し
ま
す
。
雑
食
性
で
特

に
果
物
を
好
ん
で
食
べ
、
フ
ン

を
同
じ
場
所
に
溜
め
る
習
性
が

あ
り
ま
す
。

予
防
対
策
▼
家
屋
へ
の
浸
入
を

防
ぐ
た
め
に
、
侵
入
口
に
な
る

隙
間
を
ふ
さ
ぐ
▼
敷
地
内
の
果

物
の
実
を
早
め
に
収
穫
す
る
か

網
な
ど
を
か
け
る
▼
ペ
ッ
ト
フ

ー
ド
の
残
り
や
生
ご
み
な
ど
を

外
に
放
置
し
な
い

　
※
捕
獲
・
駆
除
を
す
る
に
は

鳥
獣
保
護
法
に
よ
り
捕
獲
許
可

が
な
い
と
で

き
ま
せ
ん
。

駆
除
す
る
場

合
は
専
門
の

業
者
を
紹
介

し
ま
す
。

l
環
境
政
策
課
生
活
環
境
係
☎

０４２
・
４
７
０
・
７
７
５
３

ハクビシン

　市内に生息する飼い主のいない猫（野良猫）を増やさないため、市は公益財団法人どうぶつ
基金が手術費などを全額負担する「さくらねこ無料不妊手術チケット（行政枠）」事業に参加し
ています。同事業の活動に賛同する方にチケットを配布しています。
 さくらねこ無料不妊手術チケット（行政枠）とは
　飼い主のいない猫に対し「さくらねこTNR（※）」を実施することで繁殖を防止し、「地域の
猫」「さくらねこ」として一代限りの命を全うさせ、飼い主のいない猫に関わる苦情や、殺処
分の減少に寄与する活動です。
　※�さくらねこTNR＝T

ト ラ ッ プ

rap／捕獲し、N
ニ ュ ー タ ー

euter／不妊去勢手術を行い、R
リ タ ー ン

eturn／元の場所
に戻す活動で、その印として耳先をさくらの花びらのようにV字カットすること

 対象
　市内に生息する飼い主のいない猫に不妊・去勢手術を実施する方
 配布
　環境政策課窓口（市役所 ５ 階）で、毎月 １ 日からその月に使用できるチケ
ットを枚数限定で配布（配布条件あり）
l環境政策課生活環境係☎０４２・４７０・７７５３

飼い主のいない猫（野良猫）への飼い主のいない猫（野良猫）への
不妊・去勢手術を支援します不妊・去勢手術を支援します

さくらねこTNRの解説 さくら耳の猫

市n

l管理課管理調整担当☎０４２・４７０・７７６４自転車安全利用 TOKYOキャンペーン

　 ５ 月 １ 日㈭〜３１日㈯は、「自転車安全利用ＴＯＫＹＯキャンペー
ン」とし、自転車の安全利用を広く周知し、警察署および関係団体
と連携して自転車利用者等への広報啓発活動を実施します。 ６年中
の市内の交通事故件数のうち ４割以上が自転車関与の事故です。 ①車道が原則、左側を通行

　歩道は例外、歩行者を優先
②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
③夜間はライトを点灯
④飲酒運転は禁止
⑤ヘルメットを着用

自転車に乗るときの基本ルール
「自転車安全利用五則」

■安全利用に向けて
　都内では、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する
条例」の規定により自転車保険（自転車損害賠償保険等）への加
入が義務化されているほか、道路交通法により年齢を問わず自
転車に乗る際のヘルメット着用の努力義務化や自転車を運転し
ながら携帯電話等を操作する「ながらスマホ」と「自転車の酒気
帯び運転」について、新たに懲役や罰金などの罰則規定が整備
されました。

■マナーを守ろう
　自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられ、「車のなか
ま」です。道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを遵
守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けま
しょう。

東京消防庁n

市n
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お
知
ら
せ

５
月
は
赤
十
字
運
動
月

間
　
同
月
間
で
は
全
国
で
赤
十
字

活
動
の
Ｐ
Ｒ
イ
ベ
ン
ト
と
活
動

資
金
の
募
集
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が

行
わ
れ
ま
す
。
市
内
で
は「
防

災
・
減
災
に
役
立
つ
知
識
を
身

に
つ
け
よ
う
」と
い
う
テ
ー
マ

の
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

a
５
月
１０
日
㈯
午
前
１１
時
～
午

後
３
時

b
市
民
プ
ラ
ザ
屋
内
ひ
ろ
ば

（
市
役
所
１
階
）

c
①
簡
易
ト
イ
レ
の
説
明（
簡

易
ト
イ
レ
を
お
持
ち
帰
り
い
た

だ
け
ま
す
）②
三
角
巾
を
利
用

し
た
応
急
手
当
の
体
験
③
そ
の

他
、
防
災
・
減
災
に
役
立
つ
ミ

ニ
体
験
④
写
真
パ
ネ
ル
展（
令

和
６
年
能
登
半
島
地
震
災
害

等
）

j
主
催
は
市
赤
十
字
奉
仕
団

k
当
日
会
場
で

l
福
祉
総
務
課
福
祉
政
策
係
☎

042
・
４
７
０
・
７
７
４
９

日
本
語
教
室 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

　
「
東
久
留
米
に
ほ
ん
ご
ク
ラ

ス
」と「
東
久
留
米
国
際
友
好
ク

ラ
ブ
」の
２
団
体
で
は
、
外
国

人
と
一
緒
に
日
本
語
を
学
習
す

る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
て

い
ま
す
。
日
本
語
で
日
本
語
を

教
え
ま
す
の
で
、
資
格
や
外
国

語
力
は
問
い
ま
せ
ん
。
関
心
の

あ
る
方
は
、
説
明
会
に
ご
参
加

く
だ
さ
い
。

◎
東
久
留
米
に
ほ
ん
ご
ク
ラ
ス

　
毎
週
火
曜
日
の
午
後
７
時
か

ら
始
ま
る
夜
の
ク
ラ
ス
で
す
。

詳
細
は
同
ク
ラ
ス
n
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

東久留米
にほんご
クラスn

説
明
会
５
月
２０
日
㈫
午
後
７
時

か
ら
、市
民
プ
ラ
ザ
会
議
室（
市

役
所
１
階
）で
。
５
月
１３
日
㈫

ま
で
に
申
し
込
み
を

◎
東
久
留
米
国
際
友
好
ク
ラ
ブ

　
日
本
語
教
室
は
大
人
の
ク
ラ

ス（
月
曜
・
水
曜
・
木
曜
日
の

午
前
１０
時
か
ら
）と
こ
ど
も
の

ク
ラ
ス（
水
曜
日
午
後
３
時
か

ら
）が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
同

ク
ラ
ブ
n
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

東久留米国際
友好クラブn

説
明
会
６
月
３
日
㈫
午
後
２
時

か
ら
、市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル（
市

役
所
１
階
）で
。
５
月
３０
日
㈮

ま
で
に
申
し
込
み
を

《
共
通
事
項
》

k
l
生
活
文
化
課
☎
042
・
４
７

０
・
７
７
３
８職

員
募
集

会
計
年
度
職
員
募
集

　
募
集
の
詳
細
は
市
n
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

市n

◎
児
童
厚
生
指
導
員（
会
計
年

度
任
用
職
員
・
専
門
職
）

任
用
期
間
７
年
６
月
１
日
～
８

年
３
月
３１
日（
終
了
後
再
度
任

用
の
場
合
あ
り
）

勤
務
時
間
月
曜
～
土
曜
日
、
月

１
２
４
時
間
、
午
前
８
時
１５
分

～
午
後
７
時
の
間
で
４
～
７
時

間
の
シ
フ
ト
勤
務（
変
則
勤
務

あ
り
）

勤
務
場
所
市
内
学
童
保
育
所

募
集
人
数
若
干
名

報
酬
月
額
２２
万
４
１
７
０
円

　
※
市
の
規
則
に
基
づ
き
、
交

通
費
等
が
別
途
支
給
さ
れ
ま
す

　
※
健
康
保
険
・
厚
生
年
金
・

雇
用
保
険
の
加
入
あ
り（
勤
務

日
数
・
勤
務
時
間
に
よ
る
）

応
募
資
格
の
有
無
有

募
集
説
明
会
５
月
９
日
㈮
午
前

１１
時
か
ら（
４０
分
程
度
）・
５
０

２
会
議
室

申
込
期
間
５
月
１４
日
㈬
ま
で

l
児
童
青
少
年
課
☎
042
・
４
７

０
・
７
７
３
５官

公
署

　
な
ど

都
営
住
宅
入
居
者
募
集

募
集
案
内
の
配
布
５
月
７
日
㈬

～
１５
日
㈭（
土
曜
・
日
曜
日
を

除
く
）に
、
都
市
計
画
課（
市
役

所
５
階
）、
上
の
原
・
ひ
ば
り

が
丘
・
滝
山
の
各
連
絡
所
、
東

部
地
域
セ
ン
タ
ー
ほ
か
で
配
布

（
配
布
期
間
中
は
都
住
宅
供
給

公
社
n
か
ら
も
取
得
可
）

　
※
５
月
１１
日
㈰
午
前
９
時
半

～
午
後
５
時
は
、
東
京
観
光
情

報
セ
ン
タ
ー
前（
都
庁
第
一
本

庁
舎
１
階
）で
配
布
。

e
①
世
帯
向
け（
一
般
募
集
住

宅
）②
若
年
夫
婦
・
子
育
て
世

帯
向
け（
定
期
使
用
住
宅
）③
居

室
内
で
病
死
等
が
あ
っ
た
住
宅

　
※
①
～
③
そ
れ
ぞ
れ
に
申
し

込
み
資
格
が
あ
り
ま
す
の
で
、

詳
細
は
募
集
案
内
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

k
５
月
２１

日
㈬
ま
で

に
渋
谷
郵

便
局
に

（
必
着
）、

募
集
案
内

に
同
封
の

申
込
用
紙

・
封
筒
に

必
要
事
項

を
記
入
の

上
郵
送
を
。

オ
ン
ラ
イ
ン
申
し
込
み
も
可

（
５
月
２１
日
㈬
ま
で
に
都
営
住

宅
入
居
者
募
集
サ
イ
ト
内
で
申

し
込
み
完
了
し
た
も
の
を
受
け

付
け
）

l
同
公
社
募
集
セ
ン
タ
ー
☎
０３

・
３
４
９
８
・
８
８
９
４（
土

曜
・
日
曜
日
、祝
日
を
除
く
）

　
※
５
月
７
日
㈬
～
２１
日
㈬
は

☎
０３
・
５
４
６
７
・
９
２
６
９

ま
た
は
☎
０
５
７
０
・
０
１
０

・
８
１
０（
土
曜
・
日
曜
日
を

除
く
）

都
立
六
仙
公
園 

は
ら
っ
ぱ
ス
ポ
ー
ツ
教
室

　
身
近
な
遊
び
や
運
動
を
通
し

て
子
供
の
協
調
性
を
育
み
ま
す
。

普
段
の
遊
び
に
ス
ポ
ー
ツ
の
要

素
を
取
り
入
れ
た
運
動
を
行
い

ま
す
。

a
５
月
１３
日
㈫
午
後
３
時
～
３

時
４５
分（
雨
天
中
止
）

b
都
立
六
仙
公
園（
中
央
町
３

−

２３

−

６
）

e
４
～
６
歳
の
未
就
学
児

f
先
着
２０
人

g
２
０
０
円

h
タ
オ
ル
、
帽
子
、
飲
み
物

k
l
都
立
六
仙
公
園
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
☎
042
・
４
７
５
・
１

０
３
１
へ

し
ご
と
フ
ェ
ア
ｉ
ｎ 

東
久
留
米
＆
清
瀬

　
市
と
清
瀬
市
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
三
鷹
が
共
催
す
る「
し
ご
と

フ
ェ
ア
ｉ
ｎ
東
久
留
米
＆
清

瀬
」 

を
開
催
し
ま
す
。

a
５
月
１５
日
㈭
①
面
接
対
策
セ

ミ
ナ
ー
＝
午
前
１０
時
～
１１
時
４５

分
②
就
職
面
接
会
＝
午
後
１
時

２０
分
～
４
時

b
市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル（
市
役

所
１
階
）

c
参
加
企
業
７
社
。
参
加
企
業

・
求
人
内
容
な
ど
は
ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク
三
鷹
n
で
公
開

f
①
４０
人（
完
全
予
約
制
）②
事

前
予
約
不
要

h
①
筆
記
用
具
②
履
歴
書
・
筆

記
用
具

k
電
話
で
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
三
鷹

職
業
相
談
第
一
部
門
へ

l
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
三
鷹
職
業
相

談
第
一
部
門
☎
０
４
２
２
・
４

７
・
８
６
１
７

市n

みのり塾みのり塾
野菜の収穫を体験しよう野菜の収穫を体験しよう

　環境学習の一環として農家の方と連携し、農作業を通じて水と土
の力を学びます。今回はアスパラガスの収穫を行います。
a ５ 月２５日㈰午前１０時～正午（予定）　※雨天中止
b南沢篠宮農園（ひとしファーム）
e小学生（小学 ３ 年生以下は保護者同伴）
f先着１５人（同伴の保護者除く）　※キャンセル待ちはありません。
g無料
h飲み物、軍手、タオル、帽子、運動靴などの動きやすい服装
i雨天中止
j▼主催＝市市民環境会議環境学習部会▼協力＝環境政策課、子ど
もセンターひばり、学校法人自由学園▼市民環境会議ではサポータ
ー委員を募集しています。詳細は環境政策課までお問い合わせくだ
さい
k ５ 月 ３ 日 正午～ ９ 日㈮午後 ５ 時に、申し込みフォームで
l環境政策課☎０４２・４７０・７７５３

申し込み
フォーム

任期など ７ 月 １ 日～ ９ 年 ６ 月３０日（ ２ 年間）
対象市内在住の２０歳以上で、会議に出席できる方
募集人数 ２ 人
報酬有

k ５ 月２０日㈫までに（必着）、住所・氏名・年齢・電話番号・職業を記入の
上、テーマ「自殺対策のあり方について」の考えを８００字以内にまとめ（書式
自由）、郵送（〒２０３−００３３、滝山 ４ − ３ −１４、健康課保健サービス係宛て）、
m（kenko@city.higashikurume.lg.jp）で送信、または直接同係（わくわ
く健康プラザ １ 階）へ持参を
　※選考結果は、 ６ 月中旬に書面で通知します。
l同係☎０４２・４７７・００２２

この協議会は、自殺対策に関係する機関（団体）の代表と、
公募による市民 ２ 人の計１５人で構成され、
多方面から自殺対策の推進に必要な検討を行います。

募集要項など

東久留米市自殺対策
推進協議会委員募集
東久留米市自殺対策
推進協議会委員募集

申し込みや問い合わせ

都住宅供給
公社n

都営住宅入居者募集
サイトn

7．5．1 6

凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール

お知らせ 官公署など職員募集

市n



都
立
清
瀬
特
別
支
援
学

校
７
年
度
第
１
回
学
校

公
開

a
５
月
２８
日
㈬
午
前
１０
時
１０
分

～
正
午（
９
時
５０
分
受
付
開
始
）

c
全
体
会（
学
校
長
挨
拶
、
学

校
・
学
部
の
概
要
説
明
、
就
学

相
談
に
つ
い
て
、
キ
ャ
リ
ア
教

育
に
つ
い
て
な
ど
）、
授
業
公

開
、
校
内
見
学
、
質
疑
応
答

f
先
着
１
０
０
人

j
詳
細
は
同

校
n
を
ご
覧

く
だ
さ
い

k
５
月
１
日

㈭
～
２０
日
㈫
に
同
校
n
の
申
し

込
み
フ
ォ
ー
ム
で

l
同
校
☎
０４２
・
４
９
４
・
０
５

１
１地

域
の
困
り
ご
と
を
解

決
す
る
ア
イ
デ
ア
募
集

　
市
社
会
福
祉
協
議
会
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
で
は
地
域
福

祉
の
新
し
い
課
題
や
地
域
の
困

り
ご
と
に
対
し
、
各
種
団
体
と

社
協
が
お
互
い
の
強
み
を
活
か

し
て
一
緒
に
取
り
組
む
と
と
も

に
、
実
施
に
か
か
る
費
用
を
助

成
し
ま
す
。
生
活
課
題
の
解
決

に
つ
な
が
る
企
画
や
ア
イ
デ
ィ

ア
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
詳

細
は
同
協
議
会
n
の「
地
域
協

働
事
業
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

重
点
テ
ー
マ
▼
地
域
福
祉
の
担

い
手
の
養
成
に
取
り
組
む
事
業

▼
複
数
の
自
治
会
や
自
主
防
災

組
織
、
福
祉
施
設
お
よ
び
団
体

等
が
協
働
し
て
実
施
す
る
避
難

所
運
営
訓
練
事
業
▼
福
祉
施
設

等
に
よ
る
地
域
福
祉
に
関
す
る

事
業
▼
オ
ン
ラ
イ
ン
を
活
用
し

て
取
り
組
む
地
域
福
祉
に
関
す

る
事
業
▼
福
祉
関
連
団
体
・
施

設
間
で
協
働
す
る
地
域
福
祉
に

関
す
る
事
業

　
※
８
年
３
月
ま
で
に
事
業
が

終
了
す
る
も
の
に
限
り
ま
す
。

e
市
内
で
活
動
す
る
非
営
利
団

体（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
や
市

民
活
動
団
体
福
祉
施
設
、
複
数

の
会
か
ら
な
る
実
行
委
員
な

ど
）

助
成
額
１
事
業
５
万
円
～
１０
万

円

k
同
協
議
会

と
相
談
、
打

ち
合
わ
せ
の

上
、
申
請
書

類
を
提
出

l
同
協
議
会
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ

ン
タ
ー
☎
０４２
・
４
７
５
・
０
７

３
９Ｓ

Ｔ
Ｏ
Ｐ　
Ｔ
Ｈ
Ｅ 

不
法
電
波
！

　
総
務
省
で
は
、
６
月
１
日
～

１０
日
を「
電
波
利
用
環
境
保
護

周
知
啓
発
強
化
期
間
」と
し
て
、

電
波
を
正
し
く
利
用
し
て
い
た

だ
く
た
め
の
周
知
・
啓
発
活
動

お
よ
び
不
法
無
線
局
の
取
り
締

り
を
強
化
し
ま
す
。
電
波
は
暮

ら
し
の
中
で
欠
か
せ
な
い
大
切

な
も
の
で
す
。
電
波
の
ル
ー
ル

は
み
ん
な
で
守
り
ま
し
ょ
う
。

l
関
東
総
合
通
信
局
▼
不
法
無

線
局
に
よ
る
混
信
・
妨
害
＝
☎

０３
・
６
２
３
８
・
１
９
３
９
▼

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
受
信
障
害

＝
☎
０３
・
６
２
３
８
・
１
９
４

５
都
税
に
関
す
る
手
続
き
が

来
所
せ
ず
に
で
き
ま
す

　
東
京
都
主
税
局
で
は
、
納
税

者
の
方
が
都
税
事
務
所
等
に
来

所
す
る
こ
と
な
く
、
郵
送
や
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
手
続
き

で
き
る
仕
組
み
を
設
け
て
い
ま

す
。

　
郵
送
や
電
子
に
よ
る
申
告
、

申
請
・
届
出
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ

ス
に
よ
る
納
付
方
法
等
を
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
詳
細
は
、
都
主
税
局
n
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

l
立
川
都
税
事
務
所
☎
０４２
・
５

２
３
・
３
１
７
１

同校n

同協議会n

会 員 募 集
◆本村小体操会＝a毎週月曜～土曜日午
前 6 時半～ 7 時b本村小学校g会費年
１,２００円j朝運動して体温を上げること
は免疫力を高め健康につながりますl伊
東☎０4２・47１・7１１4
◆東久留米ファイターズ＝a毎週火曜日	
午後 ３時～ 6時他b南町運動広場g入会
金１,０００円、会費年6,０００円j年齢男女不
問。切磋琢磨、和気あいあいプレーを楽
しんでいますl宝崎☎０9０・9３２３・８１５9
◆筆を楽しむ会＝a毎月第 １・第 ３・第
５金曜日午後 １時～ 4時半b中央町地区
センターg会費月５００円j中国水墨画を
楽しく学びます（講師料 １ 回１,０００円）初
心者歓迎l髙橋☎０9０・５77１・6１３２
◆歴史を語る会＝a隔月 １回。金曜日午
後 １時～ ３時b生涯学習センターg会費
１ 回6００円j次回は ５ 月１6日㈮演題は大
航海時代②「エンリケ航海王子」。講師は
近藤幸徳氏l飯澤☎０9０・4１7２・３５１4
◆不動橋広場体操会＝a毎日午前 6時１０
分～ 6 時５０分b不動橋広場g会費年
１,２００円jラジオ体操等で健康維持と会
員相互の触れ合いをl鶴見☎０4２・4２１・
9１３０
◆遊友会グランドゴルフ＝a週 ２回。水
曜日午後 １時～ ３時、木曜日午前 9時～
正午b不動橋グラウンド場g入会金
１,０００円、会費 6カ月１,０００円j体験歓迎、
健康で明るく楽しいクラブです。一緒に
楽しみませんかl五十嵐☎０9０・7２３２・
３7８6
◆ユニカール東久留米＝毎週水曜日午前

9時２０分～正午b青少年センターg入会
金１,０００円、会費年4,０００円jじゅうたん
上で行うカーリング。シニア向けの適度
な運動ですl吉川☎０８０・6８１８・３０6５
◆フラワーサークル　美ら花＝a毎週金
曜日午前１１時～午後 ０時半他b浅間町地
区センターg参加時のみ維持費５００円j
初心者の方大歓迎。お花を通して日々の
生活に癒しと彩りを。一緒に楽しみまし
ょうl山城☎０８０・５００7・３9３9
◆水曜囲碁クラブ＝a月 4回。水曜日午
後 ０時半～ ３時半b生涯学習センターg
入会金１,０００円、会費月５００円j初級者女
性大歓迎。通常対局の他全員総当たりの
リーグ戦も行いますl橋本☎０9０・9３7３
・6２１4
◆フラ教室クウプアイリマ＝a月 ３回。
週末午後 7時２０分～ 9時他b柳泉園g入
会金３,０００円、会費月4,５００円jハワイ人
プア・カメアロハさんの日本校です。楽
しく美しい本場のフラ。初心者大歓迎l
松元☎０9０・１２０4・6２4１
◆カラオケ　ひまわりクラブ＝a月 ２回。
水曜日午前１０時～正午他b東部地域セン
ターg入会金１,０００円、会費月２,０００円j
プロの作曲家先生が歌の基礎から親切で
丁寧に指導しますl荒川☎０9０・74０4・
１５１０
◆楽しく英語を学ぶ会＝a毎月第 １・第
３月曜日午前１０時～１１時５０分b中央町地
区センターg会費 １ 回１００円j時事問題、
健康、旅行等の英文記事を各々が紹介。
英語中級程度l竹山☎０9０・３８１9・３6３6
◆楽書会＝a月 １回～ ２回。土曜、日曜
日午後 ３時１０分～ 6時半b生涯学習セン
ターg会費 １ 回１,５００円他j美しい字を
目指しつつ、書作品を通して心模様を楽
しみましょうl齊藤☎０８０・５4８５・０7２５

催 し
◆KKギタークラブ・ミニコンサート（KK
ギタークラブ）＝a ５ 月２０日㈫午前１０時
半開演（１０時２０分開場）b市民プラザホー
ル（市役所 １ 階）g入場料無料j「モルダ
ウ」「グリーンスリーブス」「小雨降る径」
「二つのカノン」等演奏しますl渡下☎
０4２・46５・4466
◆東久留米パーキンソン病友の会医療講
演会（東久留米パーキンソン病友の会）＝
a ５ 月１7日㈯午後 １時開会b西部地域セ
ンター多目的ホールg無料j国立精神・
神経医療研究センター認知行動療法セン
ター野網恵氏l能見☎０4２・47３・１4５7
◆染工房さたけ藍染展（染め工房布fu）＝
a ５ 月２１日㈬～２５日㈰午前１１時～午後 6
時（最終日は午後 ５時まで）b染め工房布
fu(本町 ３− 7−１１）g無料j藍染作家の
佐竹氏の藍染の洋服や小物を展示販売し
ますl布澤☎０9０・99５０・１１7８
◆中国語学習会（入門、初級）（華語の友）
＝a① ５月１9日㈪午後 ２時～ 4時半② ５
月１9日㈪午後 ８時～ 9時半b①東部地域
センター②市民プラザ・市民ひろばg無
料j学習会を通して中華文化に多くの市
民が触れ、学べる機会をつくり、共に楽
しむl大山☎０7０・８３３５・１96３
◆人生のしまい方　あれこれ（NPO法人
ゆいまある）＝a ５ 月２4日㈯午前１０時～
正午bゆいまある（南沢 ２− ３−１１）g参
加費５００円j終活コンサルタントの田中
友子さんを招いての企画です。ご期待を
l袴田☎０4２・479・２３０7
◆第二回静軒茶会（静軒会）＝a ５ 月２５日
㈰午前１０時～午後 ３時b成美教育文化会
館 ３ 階和室g茶券料２,５００円j新緑の候、
茶の湯のひと時をお楽しみください。事

前申込み制l亀岡☎０9０・9８５０・００6３	
◆第32回定期演奏会（東久留米交響楽団）
＝a ５ 月２５日㈰午後 ２ 時開演（ １ 時半開
場）b生涯学習センターホールg全席自
由１,０００円jサンサーンス「バイオリン協
奏曲第 ３ 番」ラフマニノフ「交響曲第 ２
番」l山本☎０9０・３4００・３79５

市 民 伝 言 板

国勢調査の調査員を
募集しています

　募集の詳細は市nをご覧ください。
募集期間 ５ 月３０日㈮まで
活動期間 9 月上旬～１１月上旬
eおおむね２０歳以上で健康な方、
警察・選挙に直接関係のない方、
暴力団およびその関係者ではない方
仕事内容
①説明会に参加
②担当調査区の巡回および書類の作成
③調査票等の配布
④未回答世帯への回答依頼
⑤調査関係書類の整理および提出
報酬
１ 調査区約4０～7０世帯で、原則 ２～ ３調査
区を担当。 １ 調査区約 ３ 万 ５ 千円程度（予
定）
k市nの申し込みフォームまたは直接総務
課（市役所 4階）で申込書を記入。その後、
面接を経て登録が完了となります
l同課統計調査担当☎０4２・47０・7８１０

市n

都主税局n
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官公署など
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